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１ 提出書類について 
 

海外派遣に係る特別加入者の労働保険年度更新手続きに係る関係書類の提出

先及び提出期限等は以下のとおりです。 

関係書類については、期限までに提出されないと給付基礎日額の変更承認が

受けられない場合や、保険給付が受けられない場合がありますので、提出期限は

厳守願います。 

なお、労働保険事務組合に事務を委託している場合は、労働保険事務組合を通

じて手続きをすることになりますので、事務を委託している労働保険事務組合

にご確認ください。 

 

書類名 作成部数 提出部数 提出先 提出期限 

①第３種特別加入保険料申告

内訳（海特様式第 1 号） 
3 部 2 部 

所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 
7 月 10 日 

②第３種特別加入保険料申告

内訳名簿（海特様式第 2 号） 
3 部 2 部 

所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 
7 月 10 日 

③特例加入保険料算定基礎額 

 特例計算対象者内訳 

 （別紙様式第 1号） 

2 部 1 部 
所轄労働基準監督署

又は労働保険徴収室 
7 月 10 日 

④労働保険概算・確定保険料 

 申告書 
1 部 1 部 

金融機関（同時納付の場合のみ） 

所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 

7 月 10 日 

※ 提出期限については、7月 10 日が土・日曜日の場合、翌月曜日（7月 11 日又は 7月 12 日）と 

なります。 

 

 上記①から③まで及び「特別加入に関する変更届」等は厚生労働省又は岩手労

働局のホームページからダウンロードすることができます。 
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２ 給付基礎日額の変更について 
  

既に承認を受けた給付基礎日額について、変更の希望がある場合には、以下の

期間中に変更申請の手続きが必要となります。なお、申請期間により、提出書類

が異なりますのでご注意ください。また、当該期間中以外での変更申請は認めら

れませんのでご注意ください。 
 

 ① 前年度の 3月 2日から 3月 31 日の間 

    提出書類：給付基礎日額変更申請書（特様式第 2号） 

 ② 年度更新期間（6月 1日から 7月 10 日の間） 

    提出書類：第 3種特別加入保険料申告内訳名簿（海特様式第 2号） 
 

注１：②の期間での申請の場合、変更を希望した特別加入者が 4 月 1 日から

「給付基礎日額変更申請書」又は「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」

を行政が受付した日までに災害が発生した場合は、その特別加入者の給

付基礎日額変更は認められませんのでご注意ください。 

 注２：①の期間に給付基礎日額変更の申請をした特別加入者が、②の期間中 

に再度給付基礎日額の変更申請をすることはできません。 
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３ 特別加入保険料の算定 
 

（１）特別加入保険料の基本的な考え方                   
 

 特別加入者の保険料については、承認を受けた給付基礎日額により算定され

る保険料算定基礎額（「特別加入保険料算定基礎額表」（5頁）を参照）に第３種

特別加入保険料率（1000 分の 3（平成 30 年 4月 1日改定＊））を乗じて得た額

が年間の特別加入保険料となります。 

 ＊改定前と変更なし。 

 

 

 

 

 

 

（２）特別加入保険料の特例計算（月割計算）の考え方            
  

年度途中で新たに特別加入した者及び特別加入者でなくなった者で、届出に

より承認を受けた者の保険料については、特例として特別加入期間の月数に応

じた特例計算（月割計算）が認められています。 

 特例計算（月割計算）の方法は次のとおりです。 
 

 ① 保険料算定基礎額を 12 で除します。なお、円未満の端数がある場合は、

これを 1 円に切り上げます。（「特別加入保険料算定基礎額表」中の「１か

月あたりの保険料算定基礎額」を参照。） 

 ② ①で得た額に加入月数（１か月未満の期間がある場合は、これを１か月に

切り上げます。） 

 ③ ②で得た額（千円未満は切り捨て。）に、第３種特別加入保険料率を乗じ

ます。これにより得た額が、特例計算（月割計算）保険料となります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜計算例＞ 

承認を受けた給付基礎日額が 12,000 円の場合（加入月数 12 か月）。 

 保険料基礎額 4,380,000 円 

 4,380,000 円×3/1000＝13,140 円…特別加入保険料 

＜計算例＞ 

既に承認を受けた給付基礎日額が 14,000 円の場合であって、新年度も引き続き加入

していたが、年度途中（10 月 31 日）で帰国した場合の特別加入保険料。 

 保険料基礎額 5,110,000 円 

 ①5,110,000 円÷12 か月＝425833.33…＝425,834（円未満切り上げ） 

②425,834×7 か月＝2,980,838 円 

        →2,980,000 円（千円未満切り捨て） 

③2,980,000 円×3/1000＝8,940 円…特別加入保険料 



- 4 - 
 

（３）特別加入者が複数いる場合の保険料の計算のしかた           
 

 特別加入者が複数いる場合の保険料については、特別加入者それぞれの保険

料算定基礎額を合計し、この合計の千円未満の端数を切り捨てた額に第３種特

別加入保険料率を乗じて得た額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜計算例＞ 

下記の特別加入者 3名の特別加入保険料。 

 Ａさん：1年間を通じて特別加入（給付基礎日額 16,000 円） 

 Ｂさん：10 月 31 日に帰国（給付基礎日額 14,000 円） 

 Ｃさん：11 月 1日から新規加入（給付基礎日額 10,000 円） 

(1) 各人の保険料算定基礎額を算出します。 

  Ａさん：5,840,000 円…① 

  Ｂさん：2,980,838 円（(5,110,000 円÷12)×7 か月）…② 

  Ｃさん：1,520,835 円（(3,650,000 円÷12)×5 か月）…③ 

(2) 上記 3名の保険料算定基礎額を合計します。 

  ①＋②＋③＝10341,673 円 

(3) 上記合計額の千円未満を切り捨てた額に第３種特別加入保険料率を乗じて得た

額が特別加入保険料となります。 

  10,341,000 円×3/1000＝31,023 円 
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４ 「第３種特別加入保険料申告内訳」の作成 
 

 「第３種特別加入保険料申告内訳」（海特様式第 1号）は労働保険概算・ 

確定保険料申告書（以下「申告書」という。）に記載する申告額の内訳を記

入するものです。 

 この様式は、申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険徴収室

に提出してください。 

また、申告書を直接金融機関へ提出した場合、「第３種特別加入保険料申告

内訳」については、直接所轄労働基準監督署又は労働保険徴収室に提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海特様式第１号

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

 労働保険

 の

 事務組合

　記名押印又は署名

令和 ＸＸ 年度確定保険料 令和 ＸＸ 年度概算保険料

第３種特別加入保険料申告内訳
（ 海 外 派 遣 者 ）

令和 ＸＸ 年度確定 労働保険
番　　　号

府 県 所掌 管 轄 基　　幹　　番　　号 枝番号

0 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 3 0 1令和 ＸＸ 年度概算

給付基礎日額
保険料算定

基　礎　額 特別加入者数 保険料算定基礎額計 特別加入者数 保険料算定基礎額計

25,000円
9,125,000円

－

24,000円
8,760,000円

－

22,000円
8,030,000円

－

20,000円
7,300,000円

－

18,000円
6,570,000円 1 6,570,000 1 6,570,000

－

16,000円
5,840,000円 1 5,840,000 1 5,840,000

－ 1 4,380,003

14,000円
5,110,000円 1 5,110,000 1 5,110,000

－

12,000円
4,380,000円 1 4,380,000 1 4,380,000

－ 1 2,190,000

10,000円
3,650,000円

－

9,000円
3,285,000円

－

8,000円
2,920,000円

－

7,000円
2,555,000円

－

6,000円
2,190,000円

－

5,000円
1,825,000円

－

4,000円
1,460,000円

－

3,500円
1,277,500円

－

小　　計
特例計算以外の者 4 人 21,900,000 円 4 人 21,900,000 円

特例計算の者 2 人 6,570,003 円 人 円

合　　　　　　計 6 人 28,470,003 円 4 人 21,900,000 円

保険料算定基礎額総計 ① 28,470 千円 ② 21,900 千円

第３種特別加入保険料率 ③ １，０００ 分の ３ ④ １，０００ 分の ３

保　険　料　額 ①×③ 85,410 ②×④ 65,700

上記のとおり報告します。 020 XXXX

令和 XX 年 7 月 6 日 019 XXX XXXX

住　所 盛岡市○○通X-X-X

岩手 労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 事 業 主

氏　名
株式会社○○商事

代表取締役　○○　○○

（注） 　概算保険料の記載にあたっては、申告時におい

て特別加入の承認を受けている者のみを記載し、こ

れから承認を受ける見込の者は記載しないこと。

　確定保険料、概算保険料の上段には特例計算以

外の者、下段には特例計算の者を記載すること。

（労働保険事務組合に委託している場合のみ記載）

所在地

名　称

代表者氏名
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５ 「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」の作成 
 

 「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」（海特様式第 2 号）は、前年度

中に特別加入者であった者及び申告時において特別加入の承認を受けて

いる者について記載するものです。 

 この様式は、申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険徴収室

に提出してください。 

 また、申告書を直接金融機関へ提出した場合、「第３種特別加入保険料申告

内訳名簿」については、直接所轄労働基準監督署又は労働保険徴収室に提

出してください。 
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６ 「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」の作成 
 

 前記２の（２）により、年度途中で新たに特別加入した者及び特別加入者でな

くなった者については、「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」（別紙

様式第 1号）を作成しなければなりません。 

 この様式は、申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険徴収室に提

出（郵送可）してください。 

また、申告書を直接金融機関へ提出した場合、「特別加入保険料算定基礎額特

例計算対象者内訳」については、直接所轄労働基準監督署又は労働保険徴

収室に提出してください。 

別紙様式第１号

特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

年 月 日

～ 年 月 日

上記のとおり報告します。

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

2,190,000
XX

2 △△　△△ 16,000
XX

6 365,000

4 1

9 486,667

労働保険
番　　　号

府 県 所掌 管 轄

１月分の保険
料算定基礎額

特例による保険
料算定基礎額

基　　幹　　番　　号 枝番号

0

令和 XX 年度分 1 枚のうち 1 枚目

3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 3 0

整理
番号

特別加入者
氏　　　　名

給付基礎
日　　　額

　　 当該保険料算定期間に

　　 おける特別加入期間

特　例　に
よ る 理 由

加入
月数

1

4,380,003
XX 12 15

6 ■■　■■ 12,000
XX 10 1

3 31

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

計 4 6,570,003

令和 XX 年 7 月 6 日 020 XXXX

019 999 XXXX

岩手

住　所 　　盛岡市○○町〇－〇〇

事 業 主

氏　名
○○商事　株式会社

　　　　　代表取締役　〇〇　〇〇

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

1 加入

2 脱退、3 自動消滅等

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

人

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円円円 月円 円

円円円 月円 円

円円円 月円 円

円

円

円

円

円

円

月

月

円

円

円

円

円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円 円

円

円円

円

円

円

月

月

円

円

円

円

円円円 月円 円 円

円

円

円

円

円

月

月

円

円

円

円

円円円 月円

円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円 円 円円円 月円
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７ 確定保険料の申告及び納付 
 

 確定保険料は、前年度（4月 1日から翌 3月 31 日まで）の期間中に継続して

加入していた者、年度途中で新規加入した者及び年度途中で特別加入者でなく

なった者に係る保険料を計算して、前年度に納付された概算保険料を精算する

ものです。 

 精算の結果、前年度に納付された概算保険料より確定保険料が多い場合には、

その差額を（新年度保険料と合わせて）納付することになります。また、納付さ

れた概算保険料より確定保険料が少ない場合には、その差額を新年度概算保険

料に充当するか、還付することになります。 

 保険料の計算方法については、前記２を参照してください。 

様式第6号　(第24条、第25条、第33条関係)　(甲)

3 1 7 5 9

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

(⑱－⑩の(ｲ))
百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

円

3 1 7 5

継　続　事　業

(一括有期事業を含む。)

労働保険 概算・増加概算・確定保険料

石綿健康被害救済法 一般拠出金9

下記のとおり申告します。

7 8 9
標準

字体 1 2 3 4 5 60

申告書 第3片「記入に当たっての注意事項」をよく読んでから記入して下さい。

OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いします。

記 載 欄

氏　　　　　　　　名 電話番号社 会 保 険 提出代行者・

労 務 士 事務代理者の表示

ＸＸＸＸ

盛岡市○○町〇－〇〇
（イ） 住　　所
法人のときは主たる事

務所の所在地
盛岡市○○町〇－〇〇28 ( イ ) 所 在地

事

　

業

　

主

事

業 ○○商事　株式会社 （ロ） 名　　称 ○○商事　株式会社(ロ)名　　称

（ハ） 氏　　名
法人のときは

代表者の氏名
　代表取締役　〇〇　〇〇

作成年月日・

26 加入している （ イ ） 労 災 保 険

（ ロ ） 雇 用 保 険

（イ）該当する

（ロ）該当しない
29

郵便番号 電話番号
27 特 掲 事 業

―労働保険 020－ＸＸＸＸ ( 019 ) 999

円 円 円

円

第
３
期

(ﾙ)概算保険料額

(⑭の(ｲ)÷⑰)

(ｦ)労働保険料充当額

(⑳の(ｲ)－㉒の(ﾛ)－㉒の(ﾘ))

(ﾜ)第3期納付額

((ﾙ)－(ｦ))
(1)廃止　　(2)委託

(3)個別　　(4)労働者なし

(5)その他円 円

(ﾄ)今期納付額((ﾆ)＋(ﾍ))

期

別

納

付

額

65,700 円 円 7,410 73,110 円

第
２
期

(ﾁ)概算保険料額

(⑭の(ｲ)÷⑰)

(ﾘ)労働保険料充当額

(⑳の(ｲ)－㉒の(ﾛ))

(ﾇ)第2期納付額

((ﾁ)－(ﾘ)) 25

海外派遣

㉓保険関係成立年月日

事業又は
作業の種類

円 73,110 円 円

㉔事業廃止等理由

）
22 第

1

期

初

期

全
期

又

は

(ｲ)概算保険料額

(⑭の(ｲ)÷⑰＋次期

以降の円未満端数)

(ﾛ)労働保険料充当額

（⑳の(ｲ)(労働保険料分のみ)
(ﾊ)不足額(⑳の(ﾊ))

項

39
 
項

38

(ﾆ)今期労働保険料

((ｲ)－(ﾛ)又は(ｲ)＋(ﾊ))

(ﾎ)一般拠出金充当額

（⑳の(ｲ)(一般拠出金分のみ)
(ﾍ)一般拠出金額

(⑩の(ﾍ)-㉒の(ﾎ))

円

㉛法人番号
（

還付額

， ， ，

差引額 2: 一般拠出金

のみに充当(ﾛ)

   

⑳

3:
労働保険料

及び一般拠

出金に充当

㉚充当意思
1: 労働保険料

のみに充当

21増加概算保険料額
(⑭の(ｲ)－⑲)充当額 不足額 7,410

(ｲ) (⑱－⑩の(ｲ)) (ﾊ) (⑩の(ｲ)－⑱)

項

37円 円

⑧⑩⑫⑭⑳の（ロ）欄の金額の前に「Ұ」記号を付さないで下さい。

⑱申告済概算保険料額 78,000 ⑲申告済概算保険料額
円

(

な

る

べ

く

折

り

曲

げ

な

い

よ

う

に

し

、
や

む

を

え

な

い

場

合

に

は

折

り

曲

げ

マ
ー

ク

（
▶

）
の

所

で

折

り

曲

げ

て

く

だ

さ

い

。

)

項

34

項

31

項

32

項

33

項

29 1
項

30延納の申請 納 付 回数

※検算有無区分 ※算定対象区分 ※データ指示コード ※再入力区分 ※修正項目

－－
項

28

⑮事業主の郵便番号（変更のある場合記入） ⑯事業主の電話番号（変更のある場合記入）
⑰

－

円， ， ， ， ，

項

27＊＊＊.＊＊
項

26

0
項

22

千円

(ホ) １０００分の (ホ)

(ロ) １０００分の (ロ)

2
円， ， ， ， ，

5 7 0 0
項

233.00 61 9 0

円， ， ， ， ，
6 5 7 0 0

項

21

まで

区 分 ⑫ 保険 料算 定基 礎額 の見 込額 ⑬保険料率 ⑭ 概算 ・増加概算保険料額 （ ⑫×⑬）

労働保険料
(ｲ) (ｲ) １０００分の (ｲ)

〇 年 3 月 31 日4 月 1 日 から 令和

3.00
千円

概

算

・

増

加

概

算

保

険

料

算

定

内

訳

⑪ 算 定 期 間 令和 〇 年

項

20

千円

労災保険分
(ﾛ)

雇用保険分
(ﾎ)

円， ， ， ， ，

項

36＊＊＊.＊＊
項

35

(ﾍ) (ﾍ) １０００分の (ﾍ)
一 般 拠 出 金

（注1） 千円

円， ， ， ， ，

項

19＊＊＊.＊＊
項

18
千円

雇用保険分
(ﾎ) (ﾎ) １０００分の (ﾎ)

円， ， ， ， ，
4 1 0

項

143.00
千円

8 54 7 0
項

13
労災保険分

(ﾛ) (ﾛ) １０００分の (ﾛ)

2 8

円
8 5 4 1 0

， ，，

区 分 ⑧ 保険料・一般拠出金算定基礎額 ⑨保険料・一般拠出金率 ⑩ 確定保険料・一般拠出金額 （⑧×⑨）

労働保険料
(ｲ)

項

123.00
千円

(ｲ)
項

11

１０００分の (ｲ)

， ，

年 3 月 31 日 まで月 1 日 から 令和 〇

労働保険特別会計歳入徴収官殿

確

定

保

険

料

算

定

内

訳

⑦ 算 定 期 間 令和 〇 年 4

岩手労働局 uaj39uuy
6

項

9

項

10

人 項

7

項

6

十 万 千 百 十十 万 千 百 十 人

④常時使用労働者数 ⑤雇用保険被保険者数 ※保険関係

項

5－
年

－
月

－
日
項

4

元号

－
年

－

管轄(2) 保険関係等 業 種

項

21 1 2 3 4 5

月

－
日
項

3

元号

①

労働

保険

番号

都道府県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

0 3 1 0 6 － 3 0 1

種 別 ※修正項目番号 ※入力徴定コード

3 2 7 0 1

(注1)

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

 

条

第

1

項

に

基

づ

き

、
労

災

保

険

適

用

事

業

主

か

ら

徴

収

す

る

一

般

拠

出

金

(注2)

一

般

拠

出

金

は

延

納

で

き

ま

せ

ん

。

項

1
令 和 × × 年 7 月 3 日

※ 各 種 区 分

あて先　〒 020-8522

771 9416
盛岡市
盛岡駅西通１丁目９番１５号
盛岡第２合同庁舎５階※事業廃止等理由

産業分類

②増加年月日（元号：令和は９） ③事業廃止等年月日（元号：令和は９）

※片保険理由コード

35

（注2）

提 出 用
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８ 概算保険料の申告及び納付 
 

 概算保険料は、引き続き継続して特別加入する者及び新たに特別加入する者

に係る保険料を計算して、納付するものです。 

 概算保険料が 20 万円以上になった場合には、3回に分割して納付が認められ

ています。これを「保険料の延納」といいます。保険料の延納を希望する場合に

は、申告書の「⑰延納の申請」欄に『３』を記入の上、「○22期別納付額」欄の第

1期から第 3期の納付額を計算して記入してください。 

 概算保険料が 20 万円未満の場合には、保険料の延納は認められませんので一

括して納付することになりますが、労働保険事務組合に事務処理を委託してい

る場合は、概算保険料が 20 万円未満であっても保険料の延納が認められていま

す。 


